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中
小
企
業
振
興
奨
励
制
度

市
役
所
商
工
観
光
課

０
５
８
７(
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１
３
３
２  

 

１
０
０
１
９
０
５

　
中
小
企
業
者
で
、
新
た
に
家
屋

（
住
宅
使
用
部
分
は
除
く
）
や
償

却
資
産
を
取
得
し
た
方
に
、
奨
励

金
を
交
付
し
ま
す
。

▼
対
象
　
市
内
に
事
業
所
を
有

し
、
中
小
企
業
信
用
保
険
法
第
２

条
第
１
項
に
規
定
す
る
中
小
企
業

者
で
、
市
税
の
滞
納
が
な
い
事
業

者
　
※
農
業
、
林
業
、
漁
業
、
風

俗
業
お
よ
び
性
風
俗
関
連
特
殊
業

を
営
ん
で
い
る
事
業
者
、
非
営
利

団
体
は
対
象
外
▼
対
象
設
備
　
令

和
２
年
中
に
事
業
の
目
的
の
た
め

に
取
得
し
た
家
屋
・
償
却
資
産

で
、
固
定
資
産
税
が
課
税
さ
れ
る

も
の
　
※
他
の
奨
励
措
置
と
の
重

就
学
援
助
費（
新
入
学
用
品
費
）

の
入
学
前
支
給

市
役
所
学
校
教
育
課

０
５
８
７(

32)
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４
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１
０
０
１
３
１
５

　
令
和
３
年
４
月
に
市
内
小
・
中

学
校
に
入
学
す
る
子
ど
も
の
保
護

者
で
、
要
件
に
該
当
す
る
方
に
新

入
学
用
品
費
を
入
学
前
の
３
月
下

旬
に
支
給
し
ま
す
。

▼
対
象
　
経
済
的
理
由
で
就
学
が

困
難
と
認
め
ら
れ
る
児
童
・
生
徒

の
保
護
者
で
次
の
い
ず
れ
か
に

該
当
す
る
世
帯
の
方
　
①
生
活

保
護
が
１
年
以
内
に
停
止
ま
た

は
廃
止
さ
れ
た
②
世
帯
全
員
の

市
・
県
民
税
が
非
課
税
ま
た
は
減

免
さ
れ
た
③
個
人
事
業
税
ま
た
は

固
定
資
産
税
が
減
免
さ
れ
た
④
世

帯
全
員
の
国
民
年
金
の
掛
け
金
が

免
除
、
ま
た
は
国
民
健
康
保
険
税

が
減
免
も
し
く
は
納
期
限
が
延
長

さ
れ
た
⑤
児
童
扶
養
手
当
が
支
給

さ
れ
た
⑥
生
活
福
祉
資
金
に
よ
る

貸
付
を
受
け
た
⑦
そ
の
他
の
経
済

母
子
・
父
子
家
庭
な
ど
の
手
当

市
役
所
子
育
て
支
援
課  

０
５
８
７(

32)
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１
０
０
７
２
８
６

▼
手
当
の
種
類
　
児
童
扶
養
手

当
、
県
遺
児
手
当
、
市
遺
児
手
当

▼
支
給
要
件
　
次
の
い
ず
れ
か
の

状
態
の
児
童
（
18
歳
の
年
度
末
ま

で
）
を
監
護
・
養
育
し
て
い
る
方
　

①
父
ま
た
は
母
が
死
亡
②
父
ま
た

は
母
が
重
度
の
障
害
③
父
母
が
婚

姻
を
解
消
④
父
ま
た
は
母
が
１
年

以
上
行
方
不
明
⑤
父
ま
た
は
母
か

「障害年金」を受給している方の
「児童扶養手当」算出方法が変わります

　「児童扶養手当法」の一部改正により、３月分から、障
害年金を受給している方の児童扶養手当算出方法が変わ
ります。

変更内容
現　　　在： 障害年金額が児童扶養手当額を上回る場合、

児童扶養手当が受給できない
３月分から： 児童扶養手当額と障害年金の子の加算部分

額の差額を児童扶養手当として受給できる

手当を受給するための手続き　
　既に児童扶養手当の認定を受けている方は、原則申請
は不要です。まだ認定されていない方は、市役所子育て
支援課で手続きをしてください。

問合先　 市役所子育て支援課　 0587(32)1296
1007286

ら
１
年
以
上
遺
棄
さ
れ
て
い
る
⑥

父
ま
た
は
母
が
１
年
以
上
拘
禁
さ

れ
て
い
る
⑦
母
が
婚
姻
し
な
い
で

出
生
⑧
父
ま
た
は
母
が
Ｄ
Ｖ
防
止

法
に
よ
る
保
護
命
令
を
受
け
て
い

る
　
※
所
得
制
限
な
ど
の
条
件
が

あ
り
ま
す

● 

現
在
手
当
の
認
定
を
受
け
て
い

る
方
へ
（
支
給
停
止
中
の
方
も

含
む
）

　
婚
姻
（
事
実
婚
も
含
む
）
し
た

場
合
や
支
給
要
件
に
該
当
し
な
く

な
っ
た
場
合
、
住
所
な
ど
の
届
出

事
項
に
変
更
が
あ
っ
た
場
合
な
ど

は
、
届
け
出
が
必
要
で
す
。
届
け

出
が
な
い
場
合
、
支
給
の
差
し
止

め
や
資
格
喪
失
、
手
当
の
返
還
に

な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

的
理
由
が
あ
る
▼
支
給
額
　
小
学

生
⋮
５
万
１
０
６
０
円
、
中
学
生

⋮
６
万
円
▼
申
請
　
１
月
４
日
（月）

~
29
日
（金）
に
市
役
所
学
校
教
育
課

（
既
に
就
学
援
助
の
認
定
を
受
け

て
い
る
場
合
は
在
籍
の
学
校
）

へ
　
※
認
め
印
、
振
込
口
座
の
分

か
る
も
の
、
要
件
に
該
当
す
る
こ

と
を
証
明
す
る
書
類
が
必
要
で
す

複
申
請
は
不
可
▼
奨
励
金
額
　
対

象
設
備
に
係
る
固
定
資
産
税
相
当

額
の
２
分
の
１
（
令
和
３
年
度
分

の
み
）
▼
申
請
　
３
月
31
日
（水）
ま

で
に
、
申
請
書
、
種
類
別
明
細
書

に
記
入
の
上
、
市
役
所
商
工
観
光

課
へ
（
用
紙
は
申
込
先
に
あ
り
ま

す
。
市
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ

ウ
ン
ロ
ー
ド
も
で
き
ま
す
）

いなざわ飲食・商店エール券の引換購入はお早めに！

　いなざわ飲食・商店エール券の引換証を持ち、まだ引換購入をしていな
い方は、お早めに市内郵便局にて引換購入をしてください。

引換購入期限　１月 29 日 ( 金 ) まで
使用期限　　　２月 28 日 ( 日 ) まで

問合先　市役所商工観光課　 0587(32)1332 1006952！
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募
集
し
ま
す

　広報いなざわ　令和３年(2021年)１月号9

消防団員を募集しています消防団員を募集しています
～１月 20 日は「あいち消防団の日」～

問合先　 消防本部総務課　 0587(22)2111
1006014

　県では、消防団に対する理解促進と団員の確保を図
るため、毎年１月 20 日を「あいち消防団の日」と定
めています。

　市消防団には現在 310 人の団員が所属し、消火活動
や夜間警備、訓練などさまざまな活動をしています。
地域の皆さんの安心・安全を守るため、一緒に活動す
る団員を募集しています。

市
民
病
院
会
計
年
度
任
用
職
員

（
医
師
事
務
作
業
補
助
者
）募
集

市
民
病
院
管
理
課 ０

５
８
７(

32)

２
１
１
１

　
市
民
病
院
で
働
く
会
計
年
度
任

用
職
員
を
募
集
し
て
い
ま
す
。

▼
職
種
　
医
師
事
務
作
業
補
助
者

▼
応
募
資
格
　
昭
和
45
年
４
月
２

日
以
降
に
生
ま
れ
た
方
▼
申
し
込

み
　
会
計
年
度
任
用
職
員
任
用
申

込
書
に
必
要
事
項
を
記
入
の
上
、

顔
写
真
を
貼
り
付
け
て
、
市
民
病

院
管
理
課
へ
（
申
込
書
は
市
民
病

院
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン

ロ
ー
ド
で
き
ま
す
）

※ 

勤
務
条
件
な
ど
、
詳
し
く
は
市

民
病
院
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
確

認
し
て
く
だ
さ
い

消
防
出
初
式

消
防
本
部
総
務
課  ０

５
８
７(

22)

２
１
１
１  

 

１
０
０
７
２
４
７

▼
と
き
　
１
月
９
日
（土）
、
午
前
10

時
▼
と
こ
ろ
　
総
合
体
育
館
▼
内

容
　
消
防
業
務
に
功
績
の
あ
っ
た

消
防
団
員
の
表
彰

愛
知
県
表
彰

▽
公
共
安
全
功
労

　
稲
沢
市
消
防
団

日
本
消
防
協
会
定
例
表
彰

▽
功
績
章

　
川
口
啓
司
、
角
田
肇
康

（
公
財
）
愛
知
県
消
防
協
会
表
彰

▽
功
労
章
第
２
号

　
森
　
秀
幸

▽  

精
勤
章

 

石
黒
博
章
、
寺
野
弦
介
、
大
屋

将
、
美
根
拓
馬

▽
善
行
章

西
冨
泰
典
、
吉
田
昌
史
、
伊
藤

幸
一
郎
、
桜
井
龍
一
朗
、
牛
田

憲
次
、
田
口
哲
也

尾
張
地
区
消
防
連
絡
協
議
会
表
彰

▽
功
労
章

西
冨
泰
典
、
小
野
塚
　
剛
、
波

多
野
貴
人
、
加
藤
真
也

▽
精
績
章

牧
　
昌
徳
、
伊
藤
幸
一
郎
、
石

田
佳
資
、
小
島
康
孝
、
安
藤
悠

佑
、
海
田
隆
至

市
長
表
彰

▽
功
労
表
彰

鵜
飼
泰
孝

▽
功
績
表
彰

石
黒
博
章
、
寺
野
弦
介
、
大
屋

将
、
美
根
拓
馬

▽
優
良
表
彰

西
冨
泰
典
、
吉
田
昌
史
、
伊
藤

幸
一
郎
、
桜
井
龍
一
朗
、
牛
田

憲
次
、
田
口
哲
也
、
野
田
道
直
、

木
村
泰
久
、
伊
藤
　
暉

消
防
団
長
表
彰

▽
稲
沢
市
消
防
団
長
表
彰

鹿
島
啓
一
、
丹
下
和
行
、
横
山

治
郎
、
福
井
康
人
、
平
井
和
明
、

今
　
哲
也
、
松
崎
翔
也
、
平
床

健
一
、
小
塚
一
人
、
杉
村
　
隆
、

河
村
純
平
、
田
島
治
希
、
杉
野

信
介
、
高
木
　
健
、
森
　
友
樹
、

舩
越
広
年
、
小
山
聖
仁
、
杉
村

麻
斗
、
酒
井
裕
介
、
水
谷
政
隆
、

野
田
武
志
、
石
原
貴
博
、
浅
野

功
嗣
、
松
原
久
史
、
家
田
光
司
、

志
知
雄
二
、
高
橋
秀
和

永
年
勤
続
水
防
団
員
感
謝
状

▽
二
十
年
勤
続

　 

伊
藤
貴
幸
、
夫
馬
　
隆
、
杉
山

大
進
、
高
瀬
哲
雄

▽
十
五
年
勤
続

　 

石
黒
賢
三
、
鵜
飼
美
守
、
永
田

俊
治
、
内
藤
哲
夫
、
後
藤
誠
治
、

南
谷
守
彦
、
杉
本
　
治
、
大
津

真
児

▽
十
年
勤
続

吉
川
貴
祥
、
磯
野
栄
二
、
小
崎

勝
幸
、
矢
野
　
晃
、
村
瀬
一
宏
、

横
山
洋
次
、
喜
入
耕
二
、
角
田

義
正
、
大
谷
典
央
、
加
藤
健
児
、

武
内
隼
人
、
江
頭
弘
幸
、
佐
藤

正
裕
、
田
中
章
喜
、
加
藤
広
光
、

寺
坂
　
仁
、
沢
村
英
生
、
木
村

正
美
、
井
戸
　
悟
、
坂
野
敏
夫

文
化
財
防
火
デ
ー
　
消
防
訓
練

市
役
所
生
涯
学
習
課

０
５
８
７(
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１
０
０
６
０
７
６

　
１
月
26
日
は
﹁
文
化
財
防
火

デ
ー
﹂
で
す
。
こ
の
日
を
中
心
に

全
国
で
文
化
財
防
火
運
動
が
行
わ

れ
、
市
で
も
消
防
訓
練
を
実
施
し

ま
す
。

▼
と
き
　
１
月
23
日
（土）
、
午
前
９

時
（
小
雨
決
行
）
▼
と
こ
ろ
　
善

應
寺
（
片
原
一
色
町
）
▼
内
容
　

消
火
器
を
使
用
し
た
初
期
消
火
訓

練
、
消
防
署
・
市
消
防
団
第
４
分

団
に
よ
る
消
火
訓
練
な
ど


